
　住　所 　住　所

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　電　話 　電　話

　　　普通階・無窓階算定書、消防用設備等の計画図。

品 名 ・ 数 量 ・ 内 容 等

高 圧 ガ ス 、 変 電 設 備

消

防

用

設

備

等

警 報 設 備 避 難 設 備

非 常 警 報 設 備 ・ 避 難 器 具

・ 防 炎 防 火 対 象 物 建物の高さ ｍ ・ ・

・ 動力消防ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 ・ ・ ・

竣工年月日

・ 連結送水管

・ 屋外消 火栓設備 ・ ・ ・

・ 屋内消 火栓設備 ・

そ の 他 の 設 備

・ 消  火  器 ・ 自動火災報知設備 ・ 誘 導 灯 ・ 消 防 用 水

消 火 設 備

用 途

無 窓 階

の 部 分

合 計

申請以外

㎡建 築 面 積 延 べ 面 積

主 用 途

防火地域

※　（令別表第　　　　項　　）

準防火・指定なし

代 理 者 住 所 ℡ 氏　　　名 　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　高砂市消防長　　様

　　　建築確認申請の建物については、消防法第１７条の規定に基づき消防用設備等を設置します。

届出者

※同意年月日 平 成 年 月 日

※ 同 意 番 号  B－

※受付年月日

℡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

副 消 防 用 設 備 等 設 置 計 画 書

平 成 年 月 日

正

氏　　　名

課 長次 長決 裁

消 防 用 設 備 等 設 置 計 画 書

決

届出者

副課長

伺

　収容人員（従業員数）

延 べ 面 積

・ ・

消 防 用 水

連結送水管

・

・

（　　　　）　名

防火地域

　　　付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、

　１　※は記入しないこと。

品 名 ・ 数 量 ・ 内 容 等

主 用 途

工 事 種 別

敷 地 面 積

　　　普通階・無窓階算定書、消防用設備等の計画図。

　４　二棟以上を建築する場合は継続紙を使用すること。

主 任係 長

準防火・指定なし

※　（令別表第　　　　項　　）

所 在 地

　収容人員（従業員数）

建 築 面 積

構　造 （　　　　）　名

敷 地 面 積 ㎡ ㎡

注

意

事

項

　１　※は記入しないこと。

　４　二棟以上を建築する場合は継続紙を使用すること。

　２　設置する消防用設備等を○で囲むこと。

　３　添付書類

危 険 物 、 指 定 可 燃 物

　２　設置する消防用設備等を○で囲むこと。 貯
蔵
取

扱

等

　３　添付書類

　　　付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、

名 称

工 事 種 別

階　　　　別

㎡㎡

構　造

計

・

・ ・ 誘 導 灯

避 難 器 具

階　　　　別

床

面

積

申請部分

注

意

事

項

貯
蔵
取

扱

等

・ 防 炎 防 火 対 象 物 竣工年月日

危 険 物 、 指 定 可 燃 物

高 圧 ガ ス 、 変 電 設 備

ｍ建物の高さ

・

・

・動力消防ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

・

・

※同意年月日

※受付年月日 平 成 年 月 日

平 成 年 月 日

※ 同 意 番 号

　　　高砂市消防長　　様

係

　　　建築確認申請の建物については、消防法第１７条の規定に基づき消防用設備等を設置します。

・

 B－

　　　　　　　　　　　㊞

・

・

代 理 者 住 所

所 在 地

名 称

合 計

・ 消  火  器

床

面

積

申請部分

申請以外

の 部 分

消

防

用

設

備

等

・

・

自動火災報知設備

非 常 警 報 設 備

㎡

避 難 設 備 そ の 他 の 設 備

計

消 火 設 備 警 報 設 備

無 窓 階

用 途



届 出 期 限 等 届 出 期 限 等

１ 建 築 し た 建 物 を 使 用 開 始 す る ７ 日 前 ま で １ 建 築 し た 建 物 を 使 用 開 始 す る ７ 日 前 ま で

２ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 着 手 す る ３ 日 前 ま で ２ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 着 手 す る ３ 日 前 ま で

３ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 着 手 す る 10 日 前 ま で ３ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 着 手 す る 10 日 前 ま で

４ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 完 了 後 ４ 日 以 内 ４ 消 防 用 設 備 等 の 工 事 完 了 後 ４ 日 以 内

消防法第８条の 規定基づく収容人員以上の とき 消防法第８条の規定基づく収容人員以上のとき

（ ３０人 ・ ５０人 ） （ ３０人 ・ ５０人 ）

６ 同　　　　　上 ６ 同　　　　　上

12 12

13 13

10

防 火 対 象 物使 用開 始届 出書

11

消 防 用 設 備 等 設 置 届 出 書

防火管理者選任（解任）届出書

届 出 書

指定 可 燃物

届

出

書

等

（炉・ボイラー等）

電 気 設 備 設 置 届 出 書

（変電設備等）

９

11

少量 危 険物

貯 蔵

取 扱 い

貯 蔵

圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等の貯蔵又は

取 扱 い

届 出 書

（

切

り

離

さ

な

い

こ

と

）

消防計画作成（変更）届出書

防 火 対 象 物 使 用開 始届 出書

消防計画作 成（変更）届出書

火 気 使 用 設 備 設 置 届 出 書

消防用設備等工事計画届出書

工事整備対象設備等着工届出書

※ 届出しなければならないものは、次のとおりです。　　（○印のもの）

防火管理者選任（解任）届出書５

届

出

書

等

副　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    　　　　　　        　　　　　    様

指定可 燃物

同　　　　　上
（変電設備等）

高消本予第　　 　　　　　号

消 防 用 設 備 等 設 置 届 出 書

９
貯 蔵

お問い合せ　　℡　０７９－４４８－４０１９　　消防本部予防課指導係

同　　　　　上

危険物の規制に関する政令第１条の10に規定する数
量以上

種 別

７

同　　　　　上

火 気 使 用 設 備 設 置 届 出 書

火災予防条例第48条第１項に規定する数量以上

　ることがあります。

８

取 り 扱 い 開 始 （ 廃 止 ） 届 出 書

消防用設備等工事計画届出書

正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    　　　　　　        　　　　　    様

　　上記の届出書による消防用設備等は、建築物の構造、内装、収容物、作業内容等によって緩和され

火災予防条例第46条に規定する設備を設置するとき

５

工事整備対象設備等着工届出書

取 扱 い

完成までに設置し、届け出るよう通知します。

※ 届出しなければならないものは、次のとおりです。　　（○印のもの）

　※　指示事項

完成までに設置し、届け出るよう通知します。

７

種 別

圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等の貯蔵又は

取 り 扱 い 開 始 （ 廃 止 ） 届 出 書

　※　指示事項

届出書 火災予防条例第48条第１項に規定する数量以上
取 扱 い

10

　ることがあります。

　　上記の届出書による消防用設備等は、建築物の構造、内装、収容物、作業内容等によって緩和され

お問い合せ　　℡　０７９－４４８－４０１９　　消防本部予防課指導係

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高砂市消防長

　 あなたがこの度建築される建物は、計画書のとおり消防用設備等の設置及び届出を必要とするので、

危険物の規制に関する政令第１条の10に規定する数
量以上

届出書 同　　　　　上

火災予防条例第46条に規定する設備を設置するとき

　 あなたがこの度建築される建物は、計画書のとおり消防用設備等の設置及び届出を必要とするので、

高消本予第　　 　　　　　号

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高砂市消防長

貯 蔵

（炉・ボイラー等）

８
電 気 設 備 設 置 届 出 書

少量危 険物


